
安芸高田市の元職員で、現在は作家として活
躍する稲田幸久さんによる新演目「厳島合戦」が
完成しました。7月16日（土）に吉田高校神楽部
が「一心祭り」で披露し、8月28日（日）には、吉田
神楽団が姉妹都市・防府市で行われた入城500
年記念公演で披露しました。今後は市内の神楽
団がさまざまなイベントで上演します。

まずは厳島合戦の歴史的な背景
を勉強するところから始めました。
演目を作り上げていく上で苦労した
のは、合戦や最後の自害などの見せ
場をどのように見せるか。部員みん
なで相談しながら決めました。高校
生らしさ、若さや元気さで神楽団の
皆さんに負けない公演になるように
意識しました。次は10月の「高宮神
楽まつり」で披露します！

厳島合戦は、毛利元就が中国地方の覇者
に駆け上がっていく重要な合戦で、三大奇襲
の一つといわれています。その奇襲という部

分にスポットを当てて執筆しました。
神楽は通常、勧善懲悪の台本がほとんどですが、
今回は「悪」の陶晴賢の思いを書きたいと考えまし
た。「悪」にも思いがある。陶晴賢の思いにもぜひ注
目して見ていただきたいです。
作品を作る上で大切にしたのは、神楽団が演じ

るということ。安芸高田神楽の伝統や歴史、ルール
をどのように台本に落とし込んでいくか、とても苦
労しました。この台本は一つのとっかかりで、各神
楽団がそれぞれの解釈で舞っていただくことで完
成します。さらに安芸高田市民、お客さんの評判や
応援が積み重なって完成度を増していくのだと思
います。自分自身、どのような神楽に出来上がって
いくのか楽しみにしています。

吉田高校　神楽部　

副部長　児玉 創志さん（元就役）
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稲田 幸久さん 1983年広島市生まれ。
安芸高田市職員を平成31年3月に
退職し、作家として活動。デビュー作
「駆ける　少年騎馬遊撃隊」は第13
回角川春樹小説賞、第12回広島本
大賞を受賞。

出産予定日、または出産日が属する月の
前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出
産日が属する月の3か月前から6か月間

□三次年金事務所　☎0824-62-3107問

産前産後の保険料免除

免除期間
国民年金第1号被保険者
※妊娠85日（4か月）以上の出産が対象です
（死産、流産、早産も含む）。

対象者

保険医療課医療保険年金係、
または各支所窓口係　
※出産予定日の6か月前から申請できます。

申請窓口
【 出産前 】 母子健康手帳など
【 出産後 】 被保険者と子が別世帯の
　　　　  場合は出生証明書など

必要書類等

詳しくは 日本年金機構ホームページ

農業用排水・取水樋門は
正しく操作しましょう

■農業用排水樋
ひもん

門
洪水時などに河川の水の逆流を防止し、内水を排水す

ることを目的に設置されている施設です。
○平常時の操作方法
▪河川の水位が吐口の敷高未満のときはゲートを全開

にしておく。
○洪水時の操作方法
▪河川から逆流が始まるまではゲートを全開にしておく。
▪河川からの逆流が始まったらゲートを閉じる。
▪ゲートを閉じているときに、内水位が河川より高くなっ

たらゲートを全開にする。
※排水樋門の操作は、河川水位と内水位に急激な変動

が生じないようにしてください。
■農業用取水樋門

河川から用水などを取水したり、内水を河川に排水す
る目的で設けられる施設です。
○平常時の操作方法
▪ゲートを開けておく。
○洪水時の操作方法
▪閉鎖して洪水が用水路、排水路に流入しないようにし

ておく。
※気象状況で安全が確保できないと判断した場合は、操

作せず避難してください。

□問農林水産課　農林土木係
　☎・お太助フォン 47-4022　 42-1003

思いやり駐車場

思いやり駐車場
車の乗り降りや歩行が困難な方（心身の機能低下や妊娠な
ど）が公共施設などを利用しやすくするための駐車場

 

思いやり駐車場を利用するためには「思いやり駐車場
利用証」が必要です。利用証の交付を希望する方は社会
福祉課障害者福祉係、または各支所窓口係で申請してく
ださい。

《対象者》　※下記のいずれかに該当する方
▪身体障害者（障害の内容で対象等級が異なります）
▪知的障害者（Ⓐ・A）
▪精神障害者（1級）
▪難病患者
▪高齢者（要介護1以上）
▪妊産婦
▪医師の診断書や意見書などで利用が認められた方
※申請には障害者手帳などの証明書類が必要です。

□問社会福祉課　障害者福祉係
　☎・お太助フォン 42-5615　 42-2130
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